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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月23日(2017.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局がユーザ端末からのデータを複数のゲートウェイ装置に分散させるネット
ワークにおいて、前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判定する基地局輻輳管理シス
テムであって、
　複数の通信監視装置によって、各通信監視装置が管理するゲートウェイ装置と通信する
少なくとも一つの基地局の識別情報と前記ゲートウェイ装置と前記少なくとも一つの基地
局との間の使用帯域幅とを含む基地局帯域幅情報、及び前記ユーザ端末の加入者識別情報
と前記ユーザ端末が接続中の基地局の識別情報とを含む加入者情報が収集され、
　前記複数の通信監視装置から前記基地局帯域幅情報及び前記加入者情報が入力される少
なくとも一つのデータ管理部と、
　前記複数の通信監視装置から前記データ管理部に入力された前記基地局帯域幅情報の使
用帯域幅の前記基地局毎の合計値が登録される基地局帯域幅合計情報、及び前記基地局毎
の前記基地局に接続中のユーザ端末の加入者識別情報の一覧が登録される基地局在圏加入
者一覧情報が格納される共有データストアと、
　前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判定する輻輳管理部と、を備え、
　前記データ管理部は、
　前記通信監視装置から入力された基地局帯域幅情報に基づいて、前記基地局毎の使用帯
域幅の合計値を算出し、
　前記算出した合計値に基づいて前記共有データストアの前記基地局帯域幅合計情報を更
新し、
　前記通信監視装置から入力された加入者情報に基づいて、前記共有データストアの前記
基地局在圏加入者一覧情報の前記各基地局に接続中のユーザ端末の加入者識別情報の一覧
を更新し、
　前記輻輳管理部は、
　前記共有データストアの前記基地局帯域幅合計情報の前記基地局毎の使用帯域幅の合計
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値に基づいて、前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判定し、
　前記共有データストアの前記基地局在圏加入者一覧情報を参照し、前記輻輳が発生して
いる基地局に接続中のユーザ端末の加入者識別情報を特定することを特徴とする基地局輻
輳管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局輻輳管理システムであって、
　複数の前記データ管理部を備え、
　前記複数のデータ管理部は、前記通信監視装置から基地局帯域幅情報が入力された場合
、基地局帯域幅合計情報更新処理をそれぞれ実行し、
　前記基地局帯域幅合計情報更新処理は、前記各データ管理部が、前記入力された基地局
帯域幅情報に含まれる基地局の識別情報に対応する使用帯域幅の合計値を前記共有データ
ストアの基地局帯域幅合計情報から読み出し、前記読み出された使用帯域幅の合計値に前
記入力された基地局帯域幅情報に含まれる使用帯域幅を加算し、前記基地局帯域幅合計情
報の前記基地局の識別情報に対応する使用帯域幅の合計値を前記加算された値に更新する
処理であって、
　前記複数のデータ管理部が、前記基地局帯域幅合計情報更新処理を並列して実行するこ
とを特徴とする基地局輻輳管理システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の基地局輻輳管理システムであって、
　前記複数のデータ管理部は、前記通信監視装置から加入者情報が入力された場合、基地
局在圏加入者一覧情報更新処理をそれぞれ実行し、
　前記基地局在圏加入者一覧情報更新処理は、前記各データ管理部が、前記入力された加
入者情報に含まれる基地局の識別情報に対応する加入者識別情報の一覧を前記共有データ
ストアの前記基地局在圏加入者一覧情報から読み出し、前記読み出された加入者識別情報
の一覧に前記入力された加入者情報に含まれる加入者識別情報を追加し、前記基地局在圏
加入者一覧情報の前記基地局の識別情報に対応する加入者識別情報の一覧を前記追加され
た加入者識別情報の一覧に更新する処理であって、
　前記複数のデータ管理部が、前記基地局在圏加入者一覧情報更新処理を並列して実行す
ることを特徴とする基地局輻輳管理システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の基地局輻輳管理システムであって、
　前記通信監視装置によって収集される加入者情報は、加入者のユーザ端末が送受信する
データの種別を示す種別識別情報をさらに含み、
　前記基地局在圏加入者一覧情報更新処理において、前記データ管理部は、前記入力され
た加入者情報に含まれる種別識別情報によって識別される種別が所定の種別である加入者
識別情報を前記読み出された加入者識別情報の一覧に追加することを特徴とする基地局輻
輳管理システム。
【請求項５】
　請求項３に記載の基地局輻輳管理システムであって、
　前記データ管理部は、前記基地局帯域幅合計情報更新処理及び前記基地局在圏加入者一
覧情報更新処理の実行が完了した場合、自身の識別情報と両処理が完了した旨の情報とを
含む書込状態情報を前記共有データストアに書き込み、
　前記輻輳管理部は、
　前記基地局で輻輳が発生しているか否かの判定処理の実行に必要な前記データ管理部の
識別情報を保持し、
　前記共有データストアの書込状態情報を参照し、前記基地局で輻輳が発生しているか否
かの判定処理の実行に必要な全ての前記データ管理部の識別情報に対応して前記両処理が
完了した旨が登録されているか否かを判定し、
　前記基地局で輻輳が発生しているか否かの判定処理の実行に必要な全ての前記データ管
理部の識別情報に対応して前記両処理が完了した旨が登録されていると判定された場合、
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前記基地局で輻輳が発生しているか否かの判定することを特徴とする基地局輻輳管理シス
テム。
【請求項６】
　請求項１に記載の基地局輻輳管理システムであって、
　前記共有データストアは、記憶領域を有する複数のノードを含み、
　前記基地局帯域幅合計情報及び前記基地局在圏加入者一覧情報は、前記複数のノードが
有する前記記憶領域に分散して格納されることを特徴とする基地局輻輳管理システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の基地局輻輳管理システムであって、
　前記データ管理部は、
　前記入力された基地局帯域幅情報に含まれる基地局の識別情報に基づいて、前記基地局
の識別情報と前記基地局の使用帯域幅の合計値とを書き込むノードを決定し、
　前記入力された加入者情報に含まれる基地局の識別情報に基づいて、前記基地局の識別
情報と前記基地局に接続中のユーザ端末の加入者識別情報とを書き込む先のノードを決定
し、
　前記基地局の識別情報としてｅＮｏｄｅＢ　ＩＤ又はＥＣＧＩが用いられることを特徴
とする基地局輻輳管理システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の基地局輻輳管理システムであって、
　前記基地局帯域幅合計情報には、前記基地局の使用帯域幅の合計値が複数まとめて一つ
のグループとして登録され、
　前記データ管理部は、
　前記入力された基地局帯域幅情報に含まれる全ての基地局の識別情報それぞれに対応す
るグループを特定し、　前記特定したグループの基地局の使用帯域幅の合計値を前記共有
データストアの基地局帯域幅合計情報から読み出し、
　前記読み出されたグループの基地局の使用帯域幅の合計値のうち、前記入力された基地
局帯域幅情報に含まれる基地局の識別情報に対応する基地局の使用帯域幅の合計値に前記
入力された基地局帯域幅情報に含まれる使用帯域幅を加算し、
　前記基地局帯域幅合計情報の前記グループの基地局の使用帯域幅の合計値を、前記使用
帯域幅が加算されたグループの基地局の使用帯域幅の合計値に更新することを特徴とする
基地局輻輳管理システム。
【請求項９】
　基地局輻輳管理システムが、複数の基地局がユーザ端末からのデータを複数のゲートウ
ェイ装置に分散させるネットワークにおいて前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判
定する基地局輻輳管理方法であって、
　複数の通信監視装置によって、各通信監視装置が管理するゲートウェイ装置と少なくと
も一つの基地局の識別情報と前記ゲートウェイ装置と前記少なくとも一つの基地局との間
の使用帯域幅とを含む基地局帯域幅情報、及び前記ユーザ端末の加入者識別情報と加入者
のユーザ端末が接続中の基地局の識別情報とを含む加入者情報が収集され、
　前記基地局輻輳管理システムは、
　前記複数の通信監視装置から前記基地局帯域幅情報及び前記加入者情報が入力される少
なくとも一つのデータ管理部と、
　前記複数の通信監視装置から前記データ管理部に入力された前記基地局帯域幅情報の使
用帯域幅の前記基地局毎の合計値が登録される基地局帯域幅合計情報、及び前記基地局毎
の前記基地局に接続中のユーザ端末の加入者識別情報の一覧が登録される基地局在圏加入
者一覧情報が格納される共有データストアと、
　前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判定する輻輳管理部と、を有し、
　前記基地局輻輳管理方法は、
　前記データ管理部が、前記通信監視装置から入力された基地局帯域幅情報に基づいて、
前記基地局毎の使用帯域幅の合計値を算出し、
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　前記データ管理部が、前記算出した合計値に基づいて前記共有データストアの前記基地
局帯域幅合計情報を更新し、
　前記データ管理部が、前記通信監視装置から入力された加入者情報に基づいて、前記共
有データストアの前記基地局在圏加入者一覧情報の前記各基地局に接続中のユーザ端末の
加入者識別情報の一覧を更新し、
　前記輻輳管理部が、前記共有データストアの前記基地局帯域幅合計情報の前記基地局毎
の使用帯域幅の合計値に基づいて、前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判定し、
　前記輻輳管理部が、前記共有データストアの前記基地局在圏加入者一覧情報を参照し、
前記輻輳が発生している基地局に接続中のユーザ端末の加入者識別情報を特定することを
特徴とする基地局輻輳管理方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の基地局輻輳管理方法であって、
　前記基地局輻輳管理システムは、複数の前記データ管理部を備え、
　前記基地局輻輳管理方法は、前記複数のデータ管理部が、前記通信監視装置から基地局
帯域幅情報が入力された場合、基地局帯域幅合計情報更新処理をそれぞれ実行し、
　前記基地局帯域幅合計情報更新処理は、
　前記データ管理部が、前記入力された基地局帯域幅情報に含まれる基地局の識別情報に
対応する使用帯域幅の合計値を前記共有データストアの基地局帯域幅合計情報から読み出
し、
　前記データ管理部が、前記読み出された使用帯域幅の合計値に前記入力された基地局帯
域幅情報に含まれる使用帯域幅を加算し、
　前記データ管理部が、前記基地局帯域幅合計情報の前記基地局の識別情報に対応する使
用帯域幅の合計値を前記加算された値に更新する処理であって、
　前記複数のデータ管理部が、前記基地局帯域幅合計情報更新処理を並列して実行するこ
とを特徴とする基地局輻輳管理方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の基地局輻輳管理方法であって、
　前記基地局輻輳管理方法は、前記複数のデータ管理部が、前記通信監視装置から加入者
情報が入力された場合、基地局在圏加入者一覧情報更新処理をそれぞれ実行し、
　前記基地局在圏加入者一覧情報更新処理は、
　前記データ管理部が、前記入力された加入者情報に含まれる基地局の識別情報に対応す
る加入者識別情報の一覧を前記共有データストアの前記基地局在圏加入者一覧情報から読
み出し、
　前記データ管理部が、前記読み出された加入者識別情報の一覧に前記入力された加入者
情報に含まれる加入者識別情報を追加し、
　前記データ管理部が、前記基地局在圏加入者一覧情報の前記基地局の識別情報に対応す
る加入者識別情報の一覧を前記追加された加入者識別情報の一覧に更新する処理であって
、
　前記複数のデータ管理部が、前記基地局在圏加入者一覧情報更新処理を並列して実行す
ることを特徴とする基地局輻輳管理方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の基地局輻輳管理方法であって、
　前記通信監視装置によって収集される加入者情報は、前記加入者のユーザ端末が送受信
するデータの種別を示す種別識別情報をさらに含み、
　前記基地局在圏加入者一覧情報更新処理において、前記データ管理部が、前記入力され
た加入者情報に含まれる種別識別情報によって識別される種別が所定の種別である加入者
識別情報を前記読み出された加入者識別情報の一覧に追加することを特徴とする基地局輻
輳管理方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の基地局輻輳管理方法であって、
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　前記データ管理部が、前記基地局帯域幅合計情報更新処理及び前記基地局在圏加入者一
覧情報更新処理の実行が完了した場合、自身の識別情報と両処理が完了した旨の情報とを
含む書込状態情報を前記共有データストアに書き込み、
　前記輻輳管理部が、前記基地局で輻輳が発生しているか否かの判定処理の実行に必要な
前記データ管理部の識別情報を保持し、
　前記輻輳管理部が、前記共有データストアの書込状態情報を参照し、前記基地局で輻輳
が発生しているか否かの判定処理の実行に必要な全ての前記データ管理部の識別情報に対
応して前記両処理が完了した旨が登録されているか否かを判定し、
　前記輻輳管理部が、前記基地局で輻輳が発生しているか否かの判定処理の実行に必要な
全ての前記データ管理部の識別情報に対応して前記両処理が完了した旨が登録されている
と判定された場合、前記基地局で輻輳が発生しているか否かの判定することを特徴とする
基地局輻輳管理方法。
【請求項１４】
　請求項９に記載の基地局輻輳管理方法であって、
　前記共有データストアは、記憶領域を有する複数のノードを含み、
　前記基地局帯域幅合計情報及び前記基地局在圏加入者一覧情報は、前記複数のノードが
有する前記記憶領域に分散して格納されることを特徴とする基地局輻輳管理方法。
【請求項１５】
　請求項９に記載の基地局輻輳管理方法であって、
　前記基地局帯域幅合計情報には、前記基地局の使用帯域幅の合計値が複数まとめて一つ
のグループとして登録され、
　前記基地局輻輳管理方法は、
　前記データ管理部が、前記入力された基地局帯域幅情報に含まれる全ての基地局の識別
情報それぞれに対応するグループを特定し、
　前記データ管理部が、前記特定したグループの基地局の使用帯域幅の合計値を前記共有
データストアの基地局帯域幅合計情報から読み出し、
　前記データ管理部が、前記読み出されたグループの基地局の使用帯域幅の合計値のうち
、前記入力された基地局帯域幅情報に含まれる基地局の識別情報に対応する基地局の使用
帯域幅の合計値に前記入力された基地局帯域幅情報に含まれる使用帯域幅を加算し、
　前記データ管理部が、前記基地局帯域幅合計情報の前記グループの基地局の使用帯域幅
の合計値を、前記使用帯域幅が加算されたグループの基地局の使用帯域幅の合計値に更新
することを特徴とする基地局輻輳管理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の代表的な一例を示せば、複数の基地局がユーザ端末からのデータを複数のゲー
トウェイ装置に分散させるネットワークにおいて、前記基地局で輻輳が発生しているか否
かを判定する基地局輻輳管理システムであって、複数の通信監視装置によって、各通信監
視装置が管理するゲートウェイ装置と通信する少なくとも一つの基地局の識別情報と前記
ゲートウェイ装置と前記少なくとも一つの基地局との間の使用帯域幅とを含む基地局帯域
幅情報、及び前記ユーザ端末の加入者識別情報と前記ユーザ端末が接続中の基地局の識別
情報とを含む加入者情報が収集され、前記複数の通信監視装置から前記基地局帯域幅情報
及び前記加入者情報が入力される少なくとも一つのデータ管理部と、前記複数の通信監視
装置から前記データ管理部に入力された前記基地局帯域幅情報の使用帯域幅の前記基地局
毎の合計値が登録される基地局帯域幅合計情報、及び前記基地局毎の前記基地局に接続中
のユーザ端末の加入者識別情報の一覧が登録される基地局在圏加入者一覧情報が格納され
る共有データストアと、前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判定する輻輳管理部と
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、を備え、前記データ管理部は、前記通信監視装置から入力された基地局帯域幅情報に基
づいて、前記基地局毎の使用帯域幅の合計値を算出し、前記算出した合計値に基づいて前
記共有データストアの前記基地局帯域幅合計情報を更新し、前記通信監視装置から入力さ
れた加入者情報に基づいて、前記共有データストアの前記基地局在圏加入者一覧情報の前
記各基地局に接続中のユーザ端末の加入者識別情報の一覧を更新し、前記輻輳管理部は、
前記共有データストアの前記基地局帯域幅合計情報の前記基地局毎の使用帯域幅の合計値
に基づいて、前記基地局で輻輳が発生しているか否かを判定し、前記共有データストアの
前記基地局在圏加入者一覧情報を参照し、前記輻輳が発生している基地局に接続中のユー
ザ端末の加入者識別情報を特定することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　モバイルコア網１１０は、ＭＭＥ１１１、Ｓ－ＧＷ１１２Ａ～１１２Ｃ、Ｐ－ＧＷ１１
３を含む。Ｓ－ＧＷ１１２Ａ～１１２Ｃを総称する場合、Ｓ－ＧＷ１１２と記載する。Ｍ
ＭＥ１１１、Ｓ－ＧＷ１１２、及びＰ－ＧＷ１１３の数は、図１に示す数に限定されない
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　メモリ５０２は揮発性の記憶領域である。メモリ５０２には、基地局帯域幅合計情報更
新処理プログラム５１１、基地局在圏加入者リスト情報更新処理プログラム５１２、振り
分けハッシュ情報５１３、及びＯＳ５１４が格納される。基地局帯域幅合計情報更新処理
プログラム５１１は、ＤＰＩ３０１から取得した基地局１０２の使用帯域幅に基づいて、
基地局帯域幅合計情報３０６を更新する基地局帯域幅合計情報更新処理を実行する。また
、基地局在圏加入者リスト情報更新処理プログラム５１２は、ＤＰＩ３０１から取得した
加入者情報に基づいて、基地局在圏加入者リスト情報３０７を更新する基地局在圏加入者
リスト情報更新処理を実行する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　例えば、ＤＭＳ３０２Ａが最初に基地局帯域幅合計情報更新処理を実行し、次にＤＭＳ
３０２Ｂが基地局帯域幅合計情報更新処理を実行する場合について説明する。初期状態で
は、ノード３０５Ａの要素データストア３０８ＡのＥＣＧＩ　１に対応するレコードの使
用帯域幅、及びノード３０５Ｂの要素データストア３０８ＢのＥＣＧＩ　２に対応するレ
コードの使用帯域幅には０Ｍｂｐｓが登録される。ＤＭＳ３０２Ａが基地局帯域幅合計情
報更新処理を実行すると、ノード３０５Ａの要素データストア３０８ＡのＥＣＧＩ　１に
対応するレコードの使用帯域幅には１Ｍｐｂｓが登録され、ノード３０５Ｂの要素データ
ストア３０８ＢのＥＣＧＩ　２に対応するレコードの使用帯域幅には３Ｍｂｐｓが登録さ
れる。そして、ＤＭＳ３０２Ｂが基地局帯域幅合計情報更新処理を実行すると、ノード３
０５Ａの要素データストア３０８ＡのＥＣＧＩ　１に対応するレコードの使用帯域幅（１
Ｍｂｐｓ）に２Ｍｂｐｓが加算されて、当該レコードの使用帯域幅には３Ｍｐｂｓが登録
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される。また、ノード３０５Ｂの要素データストア３０８ＢのＥＣＧＩ　２に対応するレ
コードの使用帯域幅（３Ｍｂｐｓ）に４Ｍｂｐｓが加算されて、当該レコードの使用帯域
幅には７Ｍｐｂｓが登録される。したがって、基地局帯域幅合計情報３０６には、複数の
ＤＰＩ３０１から複数のＤＭＳ３０２に入力された基地局帯域幅情報が集約されて、基地
局１０２毎の使用帯域幅の合計値が登録される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
　次に、基地局在圏加入者リスト情報更新処理プログラム５１２は、加入者識別情報が追
加された基地局在圏加入者リスト情報３０７のレコードを共有分散データストア３０３の
基地局在圏加入者リスト情報３０７に上書きして（１６０４）、基地局在圏加入者リスト
情報更新処理を終了する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３５】
　ＤＰＩ３０１Ａが、加入者（ＩＭＳＩ　１）のユーザ端末１０１Ａ及び加入者（ＩＭＳ
Ｉ　３）のユーザ端末１０１Ｃがそれぞれ基地局１０２Ａ（ＥＣＧＩ　１）及び基地局１
０２Ｂ（ＥＣＧＩ　 ２）に接続中であり、送受信するデータの種別がビデオであるとす
る加入者情報１７０１をＤＭＳ３０２Ａに通知する。一方、ＤＰＩ３０１Ｂが、加入者（
ＩＭＳＩ　２）のユーザ端末１０１Ｂ及び加入者（ＩＭＳＩ　４）のユーザ端末１０１Ｄ
がそれぞれ基地局１０２Ａ（ＥＣＧＩ　１）及び基地局１０２Ｂ（ＥＣＧＩ　２）に接続
中であり、送受信するデータの種別がビデオであるとする加入者情報１７０２をＤＭＳ３
０２Ｂに通知する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６１】
　ＣＤＳ３１０は、輻輳基地局在圏加入者リスト作成処理の実行に必要なＤＭＳ３０２の
識別情報を保持している。ＣＤＳ３１０は、所定の時間間隔で書込状況管理情報３２０を
共有分散データストア３０３から読み出し、ＳＴＡＴＵＳにｕｐｄａｔｅｄ＿ｂｏｔｈが
登録されているＤＭＳ３０２の識別情報を取得する。そして、ＣＤＳ３１０は、取得した
全てのＤＭＳ３０２の識別情報が輻輳基地局在圏加入者リスト作成処理の実行に必要な全
てのＤＭＳ３０２と一致した場合、輻輳基地局在圏加入者リスト作成処理を実行する。Ｃ
ＤＳ３１０が書込状況管理情報３２０を共有分散データストア３０３から読み出す時間間
隔は、ＤＰＩ３０１が基地局帯域幅情報及び加入者情報をＤＭＳ３０２に通知する時間間
隔よりも短く設定される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６２】
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　基地局帯域幅合計情報３０６及び基地局在圏加入者リスト情報３０７が更新されてから
輻輳基地局在圏加入者リスト作成処理が実行されるようにするために、実施例１の輻輳基
地局在圏加入者リスト作成処理が実行される時間間隔はＤＰＩ３０１が基地局帯域幅情報
及び加入者情報をＤＭＳ３０２に通知する時間間隔より長く設定されているが、本変形例
では、基地局帯域幅合計情報３０６及び基地局在圏加入者リスト情報３０７が更新された
タイミングで輻輳基地局在圏加入者リスト作成処理が即座に実行できる。したがって、早
期に輻輳が発生している基地局１０２を特定でき、輻輳が発生している基地局１０２に接
続中の加入者の制御ポリシー又は課金ルールを早期に変更できる。
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